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様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

第６回水戸市水道事業及び下水道事業審議会 

 

２ 開催日時    

令和元年９月 26 日（木） 14 時 00 分から 14 時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

水戸市役所６階 会議室 604 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 水戸市水道事業及び下水道事業審議会委員    

馬渡剛，田山知賀子，堀井武重，幡谷信勝，鹿倉よし江，石田典惣，木村司，藤澤利枝， 

宮田義範，松本徹，文堂弘之，大塚久美子，石崎勝一 

(2) 執行機関 

伊藤俊夫，梶山哲，栗原千尋，倉田佳則，杉山健一，梶山学，島孝夫，松村透，畑岡正彦， 

江幡和也，土屋良太，安達正哲 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 「経営戦略（案）策定に伴う検討事項について」（公開） 

(2) その他（公開） 

 

６ 非公開の理由 

  適用なし 

 

７ 傍聴人の数  

１人 

 

８ 会議資料の名称 

(1) 次第 

(2) 経営戦略（案）策定に伴う検討事項について 
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９ 発言の内容 

 

執行機関  本日はお忙しい中お集まりいただき，ありがとうございます。 

ただいまから，第６回水戸市水道事業及び下水道事業審議会を開催させていただ

きます。それでは，次第にのっとり，進行させていただきます。 

 議事に先立ちまして，本日の資料の確認をさせていただきます。事前に送付させ

ていただいております資料になりますが，本日の「次第」，「経営戦略（案）策定

に伴う検討事項について」になります。以上となりますが，皆様お揃いでしょうか。 

 

【確認終了後】 

 

執行機関  それでは，資料の確認ができましたので，出席委員の確認に移らせていただきます。

会議開催に当たり，水戸市水道事業及び下水道事業審議会条例第６条第２項の規定に

より，本日の出席委員は 13 名でございますので，定足数に達してございます。それ

では，次第に基づきまして，進行を  会長，お願いいたします。 

 

会  長  それでは，審議を進めさせていただきます。早速ですが，本日第６回目の会議録の

署名は，前回からの名簿の順で，  委員，  委員に署名をお願いいたします。よ

ろしくお願いしたします。 

 それでは，議事に入らせていただきます。今回の審議会では，次第にのっとり，経

営戦略（案）策定に伴う検討事項についての審議を行いたいと思います。事務局より

説明をお願いします。 

 

執行機関  （経営戦略（案）策定に伴う検討事項について概要説明） 

 

会  長  ありがとうございました。ただいま事務局より，経営戦略（案）策定に伴う検討事

項について説明がありましたが，何か御意見はございますか。 

 

  委員  資料の６ページにおいて，基本水量が現行の８㎥から見直し後６㎥にするというこ

とだが，今後の課題として更に５㎥や４㎥に下げる予定はあるのか。 

 

執行機関  前回 10 ㎥から８㎥に下げさせていただいて，今回は６㎥に見直しをさせていただ

きたいということですが，これは水道料金への影響が少ない範囲で徐々に見直してい

きたいという考え方がございます。料金については５年程度の期間で算定しておりま

すので，また次回の料金算定の時期になった場合は，前回の経営戦略に触れた部分い

ついて再度検討するというように記載をしてございますので，その際に検討課題とし

てみていきたいと考えております。 

 

  委員  現行の料金水準の計算は累計赤字額が増えていくのでこれでいいと思いますが，改
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定時の資金残高の累計は前年度の累計に単年度の資金残高を足しあげなくてもよい

のでしょうか。 

 

執行機関  御指摘のとおり，資金残高の累計は足しあげていくのかと思われますが，この部分

の表現については，資金残高が赤字の場合は補填財源として充てることができないた

め，資金残高の赤字がどんどん累計として増えていくものであります。しかし，改定

後の資金残高につきましては，令和２年度で約 14 億ありますが，令和３年度に全額

補填財源として当てこんだ上での金額を令和３年度資金残高として記載しておりま

す。よって，改定後の項目は単年度と累計の金額が同じ金額で記載されているもので

す。 

 

会  長  他に意見はございますか。 

 

会  長  それでは，他に意見がないようですので，経営戦略（案）策定に伴う検討事項につ

いて，一度整理させていただこうと思います。水戸市水道事業においては，各使用者

への影響を十分に配慮し，基本水量を６㎥，逓増度を 1.57 倍，総括原価に対する基

本料金での回収割合を 37％に見直していくこととします。また，手数料についても，

実態に基づいた金額を負担してもらえるよう改定していくこととします。以上のよう

な形で整理してよろしいでしょうか。 

 

委 員  異議なし。 

 

会  長  委員の皆様には，これまで熱心に審議を展開していただき，また，貴重な御意見を

頂戴し，ありがとうございました。最後に，次第の２「その他」につきまして，事務

局から何かありますか。 

 

執行機関  その他といたしまして，今後の審議会の内容について御説明させていただきます。

本日皆さまに御審議いただきました内容を踏まえまして，次回は，「答申（案）」と

しまして，今後の水道事業運営について御審議をお願いしたいと考えております。ま

た，第７回審議会につきましては，10月 17日（木）の午後２時から，会場は今回と

同じく会議室 604 にて開催する予定でございますので，よろしくお願いいたします。

以上でございます。 

 

会  長  それでは，これをもちまして，本日の審議はすべて終了といたします。ありがとう

ございました。 

 

 


